
オンラインで『従業者変更』できます 

令和６年７月１日作成 

【組織名称変更のお知らせ】     

 令和６年７月１日以降、組織名称が  

 「博多保健所衛生課」から    

 「福岡市保健所博多衛生課」へ変更されました。

 ※申請窓口の場所・電話番号に変更はありません 

①福岡市の公式ホームページから様式をダウンロードする 

②様式に記入する 

③「雇入」の場合は「医師の診断書」を病院で発行してもらう 

④博多衛生課の従業者変更専用アドレスへ電子メールを送信する 

理容所・美容所について 

（博多衛生課独自の取組みとなります。） 


